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Ⅰ 東京都が目指すこれからの教育  

 

 令和２年度教育庁主要事務事業の概要では、平成31年３月に策定した東京都の教育振興基本

計画である「東京都教育ビジョン（第４次）」の12の基本的な方針と30の今後５か年の施策展

開の方向性に基づいて、令和２年度に重点的に取り組む具体的な施策を定めている。 

 

１ 「東京都教育ビジョン（第４次）」とは 

  「東京都教育ビジョン（第４次）」は、令和元年度から令和５年度までの５年間で、東京都教

育委員会として取り組むべき基本的な方針と、その達成に向けた施策展開の方向性を示した「教

育振興基計画」（教育基本法第17条第2項）として策定された。学校と家庭、地域・社会の英

知を結集し、子供たちのために一体となって様々な取組や実践を展開するため、都内公立学校

教職員をはじめとする全ての教育関係者の“羅針盤”として位置付けられている。 

 

２ 「東京都教育ビジョン（第４次）」策定に係る社会的背景 

  「東京都教育ビジョン（第４次）」策定に係る主な社会的背景として、同ビジョンでは以下の

５つを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）情報技術の急速な発展 

 現在の情報化した社会では、第４次産業革命、あるいは Society5.0 などと呼ばれるほど、コン

ピュータやインターネット、人工知能（ＡＩ）や Internet of Things（ＩｏＴ）といったＩＣＴ

の発達により、時間や空間の制約を乗り越え、日々、様々なサービスが創出されています。日本で

は既にインターネットの利用者数が 1 億人を上回り、人口普及率も 80％を超えています。情報技

術の発達により、生活がより便利になるとともに、人々のコミュニケーションや経済活動のボーダ

レス化が加速度的に進み、社会の仕組み・在り方までも大きく変化する時代になりました。 

 情報化の進展は、人々の生活の利便性を向上させ、人間の労働を軽減する一方で、近い将来、現

在ある多くの仕事はＡＩなどで代替されるのではないか、との予測もあります。 

 人間の労働を代替する側面と雇用を促進する側面の両面を兼ね備えるＡＩが普及する近未来の

社会を見据え、今後必要とされる知識・技能の習得を通した人材の育成が重要になってきます。 

 

（２）超高齢社会の到来 

 東京都の人口は、平成 37（2025）年をピークに減少傾向となることが予測されています。これ

は、我が国全体の状況と比較すると若干遅いペースです。  

一方で、東京都では高齢化が加速し、65 歳以上の割合が、平成 37（2025） 年には 23.3％、平

成42（2030）年には24.3％となり、約４人に１人が高齢者となる超高齢社会に突入するとともに、

出生数の減少などにより少子化も進んでいくことが予測されています。 

　子供たちが活躍する将来の社会は、社会保障費が急増するとともに、労働力が不足することが容

易に想像できます。全ての子供たちが社会の形成者としての自覚をもち、自らのキャリアを力強く

歩んでいく力を育むとともに、企業や学校等を退職した人材の活動の場を創設し、活力ある社会を

築き上げていく必要があります。 
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（３）国際化の進展 

 東京都に在住している外国人は増加傾向にあります。東京都の総人口が 20 年前と比較して約

15％増加している中で、外国人人口は20 年前と比較して約70％も増加しています。 

 東京都は、外国人人口が全国で最も多く、その割合も全国で最高率であり、我が国に住む外国人

の約20％が東京都で暮らしています。 

 また、東京の観光ＰＲや旅行者の受入環境整備等の取組、諸外国における経済成長などにより、

東京都を訪れる外国人旅行者数は、増加傾向にあります。 

 このことは、子供たちが、自分たちの学校や地域で外国人と接することが珍しくない環境になっ

てきていることを示しています。将来は、世界で様々な国の人々と共に働き、共に生活することが

当たり前の時代になることが見込まれます。 

 子供たちには、外国人と良好な人間関係やコミュニケーションを築くために必要な力を育成して

いくことが不可欠です。 

 

（４）就業・就労状況の変化 

 東京都の労働力人口に占める 34 歳以下の割合が近年低下しています。完全失業率は、緩やかな

減少傾向にあるものの、東京都は全国より高い水準であり、長年高止まりの状況が続いています。

若年者の完全失業率も全国より高い水準で推移しており、新規学卒者の３～４割が３年以内に離職

するなど、就労の在り方も多様化しています。 

 また、東京都における女性の就業者数と就業率は増加傾向にあります。女性が職業に就くことへ

の意識も変化しています。内閣府が実施した世論調査によると、「子供ができても、ずっと仕事を続

ける方がよい」と回答する割合は年々増加し、平成28（2016）年には男女ともに50％を大きく超え

ました。 

 さらに、東京都の民間企業における障害者雇用数も年々増加し、平成29（2017）年には過去最高

の約18 万１千人となりました。 

 子供たちには、自らのキャリアに見通しをもたせ、主体的に社会へ参画する意欲と態度を育成し

ていく必要があります。 

 

（５）経済・産業の変化 

 世界各国の名目ＧＤＰ（国内総生産）の総計は、1980 年から2016 年までの間に約６倍に増加し

ました。国・地域別にみると、アジアの増加が顕著で、中でも中国は1980 年と比べて30 倍以上に

増加しています。  

　日本の名目ＧＤＰは、伸びに陰りが生じているものの、2016 年には世界の約6.5％を占め、世界

第３位にあります。また、その首都である東京都の都内総生産額は、一つの国と言えるほどの経済

規模を有しています。 

 産業別に見ると、製造業はサービス業に次ぐ日本経済を支える大きな産業であり続けています。

経済産業省、厚生労働省、文部科学省が 2017 年５月に発表した「2016年版ものづくり白書」によ

ると、日本の製造業の業績は３年連続で回復傾向にあります。 

 しかしながら、民間シンクタンクの調査によると、2002 年時点で、日本の製造業は、高い競争力

をもつ北米に次いで世界の２番手でしたが、この 10 年で国際競争力の低下が見受けられます。低

コストで生産ができる新興国が台頭したことや、デジタル化などにより複雑な製造工程を必要とし

ないものづくりが増加したことなどが要因と、本調査では分析しています。機械的な構造をもった

製品（事務機械、自動車、工作機械など）は、製造工程が複雑なため、日本の競争力を維持できて

いますが、これも楽観視できない状況です。複雑なものを現場の力でつくり上げるという強みをど

う生かすかが鍵となります。 

 また、「2016 年版ものづくり白書」では、次のように指摘しています。 

 「付加価値が『もの』そのものから、『サービス』『ソリューション』へと移るなか、単に『もの』

をつくるだけでは生き残れない時代に入った。海外企業がビジネスモデルの変革にしのぎを削るな

か、我が国企業の取組は十分とは言えない。」 

 次代を担う子供たちには、ものづくりのスキルと、新しいビジネスモデルを創造し、東京ひいて

は日本の経済を発展させることができる力を育成する必要があります。 
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３ 「次代を担う東京の子供の姿」とその考え方 

 

「東京都教育ビジョン（第４次）」では、「次代を担う東京の子供の姿」を以下に記載の考え方

の下、次のように定める。 

 

 

 

 

 

≪「次代を担う東京の姿」に向けた主な考え方と「東京都教育ビジョン（第４次）」の概念図≫ 

〇情報化や国際化など、急速かつ激しく変化するこれからの社会を主体的・創造的に生き抜

いていく子供を育てていかなければならない。そのため、全ての子供たちに基礎的・基本

的な力を確実に育成することが重要。 

〇社会を牽
けん

引する専門的な力を育む教育を通して、生涯にわたって自ら学び、自ら考え、主

体的に判断・行動し、より良く問題を解決する資質や能力を育んでいく必要がある。 

〇自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間

性、たくましく生きるための健康や体力など、子供の「知」「徳」「体」をバランス良く育

むことで、生涯にわたり学び続け、社会の持続的な発展に貢献する力を培っていくことが

不可欠。 

〇学校だけで多様な価値観に対応し、子供一人一人の個性や能力を伸ばすことが難しい時代

にあって、今まで以上に学校と家庭、地域・社会が相互に連携・協力して、子供を育てて

いくことが必要。 

〇学校と家庭、地域・社会とが共に力を合わせ、日本の未来を担う人材を育成してくととも

に、誰もが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実現を図ってい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報化や国際化など急速かつ激しく変化するこれからの社会を主体的・創

造的に生き抜いていく子供 

東京都教育ビジョン（第４次）の概念図 
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４ 「東京都教育ビジョン（第４次）」の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 全ての児童・生徒に確かな学力を育む

教育 

２ 社会の持続的な発展を牽
けん

引する力を

伸ばす教育 

② 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け

た授業改善を推進します 

① きめ細かい指導を行い、基礎的・基本的な知

識・技能の確実な定着を図ります 

③ 我が国の産業を支える専門的な力を伸ばす職

業教育を推進します 
子
供
の
「
知
」「
徳
」「
体
」
を
育
み
、
社
会
の
持
続
的
な
発
展
に 

基本的な方針 今後５か年の施策展開の方向性 

３ グローバルに活躍する人材を育成する

教育 

④ 科学的に探究する力を伸ばす理数教育を推進

します 

⑤ 高度に情報化した社会で活躍できる力を伸ば

す教育を推進します 

⑥ 生きた英語が身に付き、コミュニケーション能

力を伸ばす教育を推進します 

⑦ 我が国や郷土の伝統・文化への理解を深める教

育を推進します 

⑧ 文化の多様性を尊重し、国際社会の発展に寄与

する態度を育てる教育を推進します 

４ 夢と志をもち、可能性に挑戦しようと

する力を育む教育 

５ 豊かな心を育て、生命や人権を尊重す

る態度を育む教育 

⑩ 障害のある児童・生徒の能力を最大限に伸ばし、

自立と社会参加・貢献を実現するための教育を充

実します 

⑨ 自分の未来を切り拓
ひら

く力を育むキャリア教育

を充実します 

⑪ 社会的な自立を支援する学びのセーフティネ

ットを構築します 

⑫ 人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や

差別をなくす教育を充実します 

⑬ 生命を大切にする心や他人を思いやる心、規

範意識等を育む教育を充実します 

⑭ いじめ防止等の対策や自殺対策に資する教育

を推進します 
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６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活

する力を育む教育 

７ オリンピック・パラリンピックの精神

を学び、育む教育 

⑯ 健康で充実した生活を送るための力を育む教

育を推進します 

⑮ 生涯を通じて、たくましく生きるために必要

な体力を育む教育を推進します 

⑱ 東京 2020 大会、さらにその先の社会で活躍する

ために必要な力を身に付ける教育を推進します 

今後５か年の施策展開の方向性 

９ これからの教育を担う優れた教員の 

育成 

⑰ 危険を予測し回避する能力や、社会の安全に

貢献できる資質・能力を育む教育を推進します 

㉓ 教員一人一人のキャリアに応じた資質・能力の

向上を図ります 

㉔ 教育者としての高い見識をもち、広い視野で学

校経営ができる管理職を育成します 

㉕ 教員が誇りとやりがいをもって職務に従事で

きる学校運営体制を整備します 

１２ 家庭、地域・社会と学校とが連携・ 

協働する教育活動 

㉘ 質の高い学校教育を支える施設・設備等を整

備します 

㉗ 教員一人一人の健康保持の実現を図ります 

㉒ 優れた教員志望者を養成・確保します 

㉙ 学校と家庭、地域・社会が一体となり、子供

を見守り、育てる教育活動を推進します  

㉚ 地域・社会の教育資源を活用し、子供を支え

伸ばす教育活動を推進します 

１１ 質の高い教育を支える環境の整備 

基本的な方針 

貢
献
す
る
力
を
培
う 

学
校
、
家
庭
、
地
域
・
社
会
が
相
互
に
連
携
・
協
力
し
て
子
供
を
育
て
る 

 

８ 生徒の多様なニーズと時代の要請に

応える「都立高校改革」 

１０ 教員の負担を軽減し、教育の質を向

上させる「働き方改革」 

⑲ 次代を担う社会的に自立した人間を育成しま

す 

⑳ 生徒一人一人の能力を最大限に伸ばす学校づ

くりを推進します 

㉑ 質の高い教育を支えるための環境整備を進め

ます 

㉖ 多角的に学校を支援する新たな体制を構築し

ます 
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【参考】 

「東京都教育ビジョン（第４次）」と「東京都教育施策大綱」との関連性 

 
「東京都教育施策大綱」は、東京都のこれからの教育の基本的な方向性を示

すものとして、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、知事が

策定しました。その大綱では、東京の将来像とそれに伴う目指すべき子供たち

の姿を掲げ、その実現に向けて特に優先的に取り組むべき以下の８事項を提示

しました。 
 

Ⅰ 全ての子供が学び成長し続けられる教育の実現 

Ⅱ 新しい価値を創造する力を育む教育の推進 

Ⅲ 世界で活躍できる人材の育成 

Ⅳ 社会的自立に必要な力を育む教育の推進 

Ⅴ 悩みや課題を抱える子供に対するサポートの充実 

Ⅵ 障害のある子供たちの多様なニーズに応える教育の実現 

Ⅶ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

Ⅷ 子供たちの学びを支える教師力・学校力の強化 

  
「東京都教育ビジョン（第４次）」と「東京都教育施策大綱」は、東京都が目

指すこれからの教育の基本的な方向性を共有し、より実行力のある施策を展開

していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東 京 都 教 育 施 策 大 綱  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、「教育振興基本計画」を参酌し、知事が策定 
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